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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（９０）の冷却装置であって、該装置は、冷却器部品（１２０）と、該冷却器部品
（１２０）への周囲からの冷却空気取入れ口を画定する車両（９０）のケーシング壁（１
２ａ）とを含み、前記冷却器部品（１２０）のフロント表面（１３０ａ）が、前記ケーシ
ング壁（１２ａ）と実質的に同一平面に配置されるように、前記冷却器部品（１２０）が
前記冷却空気取入れ口に配置されており、
‐前記冷却器部品（１２０）は、冷却液を運搬するように設計された複数の冷却液チュー
ブ（１２４）を備える管状系統を含み、
‐車両グリル（３０）が、前記冷却空気取入れ口に設置されている、前記冷却装置におい
て、
‐複数のチューブが、前記冷却器部品（１２０）のフロント表面（１３０ａ）を画定し、
‐前記冷却器部品（１２０）のフロント表面（１３０ａ）が、車両グリル（３０）に組み
込まれており；
‐前記冷却器部品（１２０）が、前記冷却液チューブ（１２４）と重ねられた熱交換面（
１２６）とが交互に配置される構成を含み、前記冷却液チューブ（１２４）が、熱交換面
（１２６）と熱接触している、
　ことを特徴とする前記冷却装置。
【請求項２】
　前記冷却器部品（１２０）のフロント表面（１３０ａ）が、前記ケーシング壁（１２ａ
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）を画定する平面と直角を成す方向で、ケーシング壁（１２ａ）の外表面（１０）からの
距離６０ｍｍ以内に配置される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷却装置。
【請求項３】
　一平面上の前記冷却器部品（１２０）のフロント表面（１３０ａ）の寸法が、前記ケー
シング壁（１２ａ）と平行の平面上の前記冷却空気取入れ口の寸法と実質的に同じである
、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の冷却装置。
【請求項４】
　前記冷却液チューブ（１２４）が、少なくとも３ＭＰａの破壊圧力に対応するように設
計されている、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の冷却装置。
【請求項５】
　複数の前記冷却液チューブが、前記車両グリルを画定する構造と熱接触して配置される
、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の冷却装置。
【請求項６】
　前記冷却器部品が、コンデンサ（１２０）によって形成される、
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の冷却装置。
【請求項７】
　前記冷却器部品（１２０）が、ケーシング壁（１２ａ）にしっかりと取り付けられてい
る、
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の冷却装置。
【請求項８】
　前記冷却装置が、旋回可能なドア（６１０、８１０）を含み、該ドアは前記冷却空気取
入れ口を含み、前記冷却器部品（１２０）が、前記旋回可能なドアにしっかりと取り付け
られている、
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の冷却装置。
【請求項９】
　前記冷却器部品（１２０）からの冷却液の引出し口が、前記冷却器部品（１２０）の最
下部に位置している、
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の冷却装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の冷却装置を含む、
　ことを特徴とする車両（９０）。
【請求項１１】
　前記冷却器部品（１２０）が、前記車両のシャーシ（４１０）に取り付けられている、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の車両。
【請求項１２】
　前記ケーシング壁（１２ａ）が、エンジンルームを画定するように配置されている、
　ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の車両。
【請求項１３】
　前記ケーシング壁（１２ａ）が、前記車両の前面に配置され、前記ケーシング壁（１２
ａ）が、前記車両の縦方向に対してほぼ直角に延びる、
　ことを特徴とする請求項１０～１２のいずれか一項に記載の車両。
【請求項１４】
　前記冷却器部品（１２０）のフロント表面（１３０ａ）が、前記フロントケーシング壁
を画定する平面に対して直角の方向で、前記車両の先端地点から距離１００ｍｍ以内に配
置される、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の車両。
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【請求項１５】
　前記車両がトラックによって形成される、
　ことを特徴とする請求項１０～１４のいずれか一項に記載の車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の冷却装置に関し、該装置は、車両の冷却器部品と、冷却器部品に対す
る周囲空気の取入れ口を画定するケーシング壁とを含む。本発明はさらに、冷却装置を含
む車両、特に、トラックのような商用車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トラックの場合、エンジンは、前輪と、通常、運転室下方との間のトラックの前部に設
置される。トラックの先端地点とエンジンとの間のスペースには、冷却器などの部品が密
にパッケージされている。一般に、車両グリルとエンジンとの間には、コンデンサ、給気
冷却器及びラジエータなどの冷却器部品が配置されている。別の部品、例えば、ファン、
ファンカバー、前部密閉クロスメンバー及びキャブトーションバーもまた、通常、トラッ
クの先端地点とエンジンとの間のスペース内に配置されている。この区画内のスペースは
使い尽くされているにも関わらず、冷却性能の向上を達成するという要求があり、そのた
めには、より広い（深い）エンジン冷却器部品が必要である。フロントエンド冷却パッケ
ージングを圧縮する以外の解決策は、エンジンを後方に移すというものである。当分野で
は、車両の限られた空間に対処するための複数の解決策が知られている。しかし、エンジ
ンを後方に移すと、車体長さに悪影響を及ぼし、車両の大がかりな設計のやり直しが必要
となる。
【０００３】
　特許文献１は、複数の熱交換器を含む冷却器構成を開示している。ラジエータ、給気冷
却器及びコンデンサは、冷却空気の流れの方向に直列で配置される。勾配を用いて、ラジ
エータ及び吸気冷却器の高さの一部が、他の冷却器部品とは異なる同様の奥行寸法を有す
るようにすることによって、スペース利用を改善する。
【０００４】
　これに対して、顧客は、トラックの有料荷重に利用可能なスペースを最適化することを
望んでいる。多くの国々では、法的な要求事項によって、トラックの長さを限定している
。従って、有料荷重スペースの最適化とは、キャブが含むスペースを最小限にすることに
よって有料荷重を保存するために車体長さを出来る限り多く利用する、すなわちキャブを
可能な限り短くすることを意味する。こうした最適化の目標は、キャブ内の冷却パッケー
ジに必要なスペースの増加と相反するものである。
【０００５】
　特許文献２は、車両の化粧又は保護グリルに組み込まれた熱交換器を有する車両を開示
している。熱交換器の冷却液を運搬する液体管路は、フィン付き要素に埋設されており、
フィン付き要素のフィンは、フィン付き要素の縦軸に平行であり、そこから車両の移動方
向に突出している。液体管路を含むフィン付き要素は、鉛直方向に互いに間隔をあけて配
置され、２つの隣接するフィン付き要素の液体管路は、柔軟なチューブによってフィン付
き要素の自由端で接続されている。空気流は、フィン付き要素同士の間の車両グリルを通
過して、フィン付き要素のフィンを介してフィン付き要素に埋設された液体管路中を運搬
される冷却液を冷却する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０２３１２３４号明細書
【特許文献２】英国特許第１３３６７０６号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、車両の冷却装置を提供することであり、冷却装置は、特に車両エンジ
ンを冷却する目的で、改善された冷却性能の条件を形成する。本発明の別の態様は、上記
の冷却装置を車両に付与することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的は、請求項１に記載の特徴によって達成される。その他の請求項及び説明は
、本発明の有利な実施形態を開示する。
【０００９】
　従って、上記の目的は、車両の冷却装置を用いて達成され、該装置は、冷却器部品と、
冷却器部品への周囲空気の取入れ口を画定する車両のケーシング壁とを含み、冷却器部品
のフロント表面が、ケーシング壁と実質的に同一平面に配置されるように、冷却器部品が
取入れ口に配置されることを特徴とする。冷却器部品のフロント表面は、好ましくはケー
シング壁の外表面と実質的に同一平面に配置される。さらに、冷却器部品のフロント表面
は、好ましくはケーシング壁と平行して、すなわち空気取入れ口を取り囲むケーシング壁
の部分によって画定される平面と平行に配置される。
【００１０】
　車両グリルは、冷却空気取込み口に配置され、冷却器部品のフロント表面は車両グリル
に組み込まれている。
【００１１】
　冷却器部品は、冷却液を運搬するように構成された複数の冷却液チューブを備える管状
系統を含み、複数の冷却チューブは前記冷却器部品のフロント表面を画定する。好ましく
は、複数の冷却液チューブは、車両グリルを画定する構造と熱接触して配置される。冷却
液チューブは、好ましくは一平面上で互いに平行に配置される。冷却器部品は、冷却液チ
ューブと交互に重なる構成の熱交換面の積重ねを含み、冷却液チューブは、熱交換面と熱
接触している。
【００１２】
　「～と実質的に同一平面」という用語は、冷却器部品のフロント表面とケーシング壁の
外表面が、互いに完全に直線上に並ぶことだけではなく、これらの表面が互いに対して幾
分ずれている（従来の車両グリル構成の形態のように）構成も含む、広範な意味で解釈さ
れたい。
【００１３】
　「ケーシング壁」という用語は、外側に向いた、すなわち外部環境にさらされた外表面
と、内側に向いた、すなわち車両のエンジンに向かう内表面を備える壁を画定する。トラ
ックの場合には、ケーシング壁は、エンジンルームを限定する壁を形成して、この壁はト
ラックの縦方向に対して直角の平面上に延在し、キャブの前面ガラスの下方に配置される
。
【００１４】
　冷却器部品、例えば、コンデンサは、部品が、走行中に空気の取込み口に到達する恐れ
のある物体、例えば、石などの衝撃に耐えられるような設計であることが知られている。
具体的には、コンデンサのチューブの壁厚は、チューブがより大きな内圧に応じられるよ
うに（従って、冷却性能を改善するために）次第に大きくなっている。こうしたより大き
な壁圧のコンデンサ冷却チューブを配置することにより、コンデンサはより堅固となるた
め、物体による衝撃時に故障しにくくなる。
【００１５】
　さらに、冷却器部品の少なくともフロント表面を車両、例えば、車両キャブのフロント
ケーシング壁と同一平面に配置することにより、トラックの先端地点とエンジンとの間に
貴重な構成スペースが確保される。その結果、このスペース内のその他の冷却器部品、例
えば、ラジエータ、給気冷却器及び／又はＥＧＲ冷却器はより大きな寸法のものとなり得



(5) JP 5662433 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

るため、冷却性能を改善する条件が形成される。さらに、今日の冷却装置では、再循環シ
ールドを用いて、空気を冷却パッケージに向けて、熱空気の再循環を防止する。有利には
、こうした再循環シールドを回避できる。加えて、キャブをより短くすることができ、こ
れによって車両中の骨材及び／又は有料荷重のためのより多くのスペースの確保が可能に
なる。言い換えれば、より多くの部品を搭載し、且つ／又は冷却器部品のサイズを大きく
し、且つ／又はキャブの長さを短縮するのに利用可能な自由なスペースが生じる。好まし
くは、冷却器部品は、現在、車両グリルである構造の少なくとも一部を形成する。
【００１６】
　一実施形態によれば、冷却器部品のフロント表面は、ケーシング壁を画定する面に対し
て直角をなす方向で、ケーシング壁の外表面から距離６０ｍｍ、好ましくは４０ｍｍ以内
に配置される。外表面は、冷却器部品とは反対に向かうケーシング壁の表面を形成し、ケ
ーシング壁の内表面は、冷却器部品に向いた表面を形成する。フロント表面がケーシング
壁の外表面の上記距離内にあるように冷却器部品を配置することによって、貴重な構成ス
ペースがこの領域に確保され、これにより、冷却性能を改善する条件が形成される。
【００１７】
　好ましくは、取入れ口に配置される冷却器部品は、車両の空気調和系統の一部を形成す
るように構成されている。
【００１８】
　車両グリルは、トラックのフロントケーシング壁に大きな空気取入れ口を設けており、
これは、グリルに当たる相対風と熱を交換することにより、媒質を効率的に冷却する上で
有利である。利用可能なグリル面積は、冷却パッケージ内の部品の典型的な単一熱交換面
より大きい。従って、同じ構成及び設計を様々なサイズのキャブで用いることができる。
２つ以上の冷却器部品の間のグリル面積を共有することも可能である。さらに、表面部分
をグリルに組み込むことにより、熱交換グリルの様々な設計を実施できる。
【００１９】
　別の実施形態によれば、一平面上の冷却器部品のフロント表面の寸法は、ケーシング壁
と平行の平面上にある冷却空気取入れ口の寸法と実質的に同じである。好ましくは、一平
面上の冷却器部品のフロント表面の寸法は、形状及びサイズに関して、冷却空気取入れ口
の寸法と適合するように設計される。好ましくは、冷却器部品の境界の突起は、空気取入
れ口の境界内に位置する。好ましくは、冷却器部品のフロント表面は、実質的に長方形の
形状を画定する。
【００２０】
　好適には、フロント表面を形成する冷却器部品は、ハニカム模様として形成することが
できる。チューブ及び熱交換器フィンは、例えば、アルミニウム、アルミニウム含有合金
、又は別の軽金属若しくは軽金属合金から作製できる。上記模様、例えばハニカム模様若
しくは別の所望する模様の密度は、表面部分の冷却要件を満たすように選択できる。
【００２１】
　別の実施形態によれば、冷却液チューブは、少なくとも３ＭＰａ、好ましくは少なくと
も５ＭＰａの破壊圧力に対応するように設計されている。この圧力は、冷却液チューブ壁
が、相当な厚さであることを必要とし、これによって、冷却器部品は、空気取入れ口での
用途に好適なものとなる。
【００２２】
　別の実施形態によれば、冷却器部品は、コンデンサによって形成される。コンデンサは
、その堅固な設計のために空気取入れ口での用途に特に適した冷却器部品として認められ
ている。
【００２３】
　別の実施形態によれば、冷却器部品は、ケーシング壁にしっかりと取り付けられる。例
えば、冷却器部品は、ボルト連結により、空気取入れ口付近のケーシング壁に固定できる
。この設計は、非常にコンパクトで、しかも空間効率的な構成のための条件を形成する。
好適には、冷却器部品への冷却液管路のルーティングを車両のキャブに限定できるため、
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キャブの通常の旋回可能なドア（フロントハッチ）の開放が可能になる。
【００２４】
　別の実施形態によれば、冷却装置は旋回可能なドアを含み、ドアは空気取入れ口を含み
、冷却器部品は旋回可能なドアにしっかりと取り付けられている。従って、冷却器部品は
、旋回可能なドアを取り囲むケーシング壁部分に対して旋回可能に設置される。
【００２５】
　好ましくは、冷却器部品のフロント表面は、フロントケーシング壁を画定する平面に対
して直角の方向で車両の先端地点からの距離１００ｍｍ以内に配置する。車両の先端地点
は、ＥＵ指令９７／２７／ＥＣに従って決定される車体長さを測定するためのフロントポ
イントを表す。１９９７年７月２２日の欧州議会及び評議会のＥＵ指令９７／２７／ＥＣ
は、自動車及びそのトレーラのいくつかのカテゴリの集合及び寸法に関するものであり、
指令７０／１５６／ＥＥＣを修正したものである。ＩＳＯ規格ＩＳＯ６１２－１９７８は
、車両の縦中心面に対する鉛直面で、車両の前端及び後端に接触する２つの鉛直面の間の
距離として車体の長さを定義している。ＥＵ指令９７／２７／ＥＣ、パラグラフ２．４．
１によれば、「車体の長さ」は、ＩＳＯ規格６１２－１９７８、第６．１項に従って測定
される寸法である。上記規格の条項以外に、車体の長さを測定する際、以下の装置を計算
に入れてはならない。
‐ワイパー及びワッシャ装置
‐前部及び後部マーキングプレート
‐特注密封装置及びその保護物
‐ターポリンを固定するための装置及びその保護物
‐照明設備
‐バックミラー
‐後方空間監視補助装置
‐空気取入れパイプ
‐取外し可能な車体のレングスストップ
‐アクセスステップ
‐ラムラバー
‐引き上げプラットフォーム、アクセス傾斜板及び順調に作動する類似の装置で、２００
ｍｍを超えないもの、ただし、車両の荷重が増加しないものに限る
‐自動車の連結装置
【００２６】
　従って、車両の先端地点は、上に挙げた突出物体のない車体長さの先端地点である。
【００２７】
　本発明の好適な実施形態によれば、冷却器部品からの冷却液の引出し口は、冷却器部品
の最下部に配置できる。これにより、コンデンサ中の冷却液の有利な流路が提供される。
好適には、引入れ口はコンデンサの上部に配置する。
【００２８】
　さらに別の好ましい実施形態及びその利点は、以下の説明、図面及び特許請求の範囲か
ら明らかになろう。
【００２９】
　本発明は、前述及びその他の目的並びに利点と共に、実施形態についての以下の詳細な
説明から明瞭に理解されよう。しかし、本発明はこれらの実施形態に限定されるわけでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１ａ】本発明の車両の第１実施形態の側面図である。
【図１ｂ】従来の冷却パッケージの断面図である。
【図１ｃ】図１ａの車両の冷却パッケージの一実施例の断面図である。
【図２】本発明の車両グリルに組み込まれるコンデンサの実施例を示す図である。
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【図３】図１ａの車両の実施例の正面図である。
【図４】本発明の一実施例の側面図である。
【図５】本発明の一実施例の側面図である。
【図６】本発明の一実施例の側面図である。
【図７】図６に示す実施形態のコンデンサ設置の概略的斜視図である。
【図８】コンデンサの例示的な設置の３つの異なる図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図面では、同じ、若しくは類似の要素は、同じ参照番号によって示す。これらの図面は
、単に概略的な表示に過ぎず、本発明の具体的パラメーターを示すことを意図していない
。さらに、これら図面は、本発明の典型的実施形態のみを示すことを意図するものであり
、従って、本発明の範囲を制限するものとして考えるべきではない。
【００３２】
　図１ａは、トラック、具体的にはセミトレーラトラクタの形態をした車両９０の側面図
を示す。セミトレーラは、いわゆる第５車輪を介してセミトレーラトラクタに連結されて
いる。トラックは、いわゆる前方制御キャブの形態のキャブ２０を含み、これはトラック
の電源（通常、ディーゼルエンジン）上方に配置される。整備及びメンテナンスに関して
、エンジンに接近するために、キャブ全体を前方に傾斜させることができる。図４ｂ、図
５ｂ、図６ｂも同様に参照されたい。
【００３３】
　図１ｂは、従来技術の冷却パッケージの断面を示し、図１ｃは、図１ａのキャブ２０内
の冷却パッケージの一実施例の断面を示す。ケーシング１２は、少なくとも１つの冷却器
部品１０２、１０４、１０８、１１０、１１２、１２０への冷却空気の取入れ口を画定す
るが、図１ａ及び図１ｃに示すように、冷却器部品１２０の１つは、取入れ口において、
冷却器部品１２０のフロント表面１３０ａがフロントケーシング壁１２ａと実質的に同一
平面に配置されるように、設置する。
【００３４】
　ケーシング壁１２は、多数の冷却器部品１０２、１０４、１０８、１１０、１１２、１
２０を収納する冷却パッケージ１００を含むエンジンルームを取り囲む。キャブ２０のケ
ーシング１２の下方に、前車輪１６が配置される。さらに、キャブ２０の外側ケーシング
１２は、エンジンルームの上で、客室を取り囲む。
【００３５】
　この実施例においては、キャブ２０のフロントケーシング壁１２ａは、鉛直面と実質的
に平行であり、車両９０のいわゆる先端地点１０（外表面）を呈示し、該地点から車両９
０の長さが測定される。
【００３６】
　キャブ２０のフロント部分内に、車両グリル３０が設置されるが、グリルは、キャブ２
０の旋回可能な上部２２に位置する上方部分３２と、キャブ２０の下方の固定部２４に位
置する下方部分３４とを有する。上方部分３２は、例えば、エンジン１１４及び冷却パッ
ケージ１００に接近できるように、前部に向けて旋回させることができる。車両グリル３
０は、縦車体軸Ｌに対して先端地点１０からわずかな距離５０以内に配置される。
【００３７】
　従来技術（図１ｂ）の冷却パッケージ１００の冷却器部品１０２、１０４、１０８、１
１０、１１２、１２０は、ケーシング１２とエンジン１１４との間に密にパックされてい
る。例えば、冷却器ユニット１１０はファンであり、冷却ユニット１２０は空気調和系統
のコンデンサであり、冷却器ユニット１１２は給気冷却器であり、冷却器ユニット１０８
はラジエータであり、また他の冷却器ユニット１０２、１０４は、他の熱交換器であって
よい。
【００３８】
　トラックに関する従来技術では、コンデンサ１２０を給気冷却器１１２前方の冷却パッ
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ケージ１００に取り付ける。これは、例として、典型的なフロント面の面積２８ｄｍ2（
ＦＨ）、奥行１９ｍｍ、周囲フィンの総伝熱面積６．７ｍ2を有する。
【００３９】
　コンデンサ１２０は、バンパー２６及びケーシング１２のすぐ後ろで冷却パッケージ１
００の一番前に位置する部品として配置される。コンデンサ１２０は、熱交換装置１３２
を通じて移動する相対風と熱を交換するために設けられる表面を含む熱交換装置１３２（
冷却器部品）を構成する。本発明の冷却装置で用いるコンデンサの実施例は、図２でさら
に詳細に説明する。
【００４０】
　図１ｃに示す本発明の実施例からわかるように、熱交換装置１３２の１つ、例えば、コ
ンデンサ１２０は、ケーシング１２に近接させて、ケーシングの先端地点からわずかな距
離５０以内でフロントケーシング壁１２ａとほぼ同一平面に配置して、冷却パッケージ１
００内に自由空間を残すが、該空間を用いて、冷却パッケージ１００の他の部品の容量を
増大させ、且つ／又は冷却パッケージ１００の長さ、従って、キャブ２０の長さを短縮で
きる。
【００４１】
　好ましくは、冷却パッケージ１００の少なくとも１つの冷却器部品１０２、１０４、１
０８、１１０、１１２、１２０の熱を交換するために設けられた表面部分１３０は、先端
地点１０からの距離１００ｍｍ、特に８０ｍｍ、好ましくは６０ｍｍ及び有利には４０ｍ
ｍ以内に配置される。例えば、コンデンサ１２０は、グリル３０に組み込むことができ、
特に、キャブ２０のグリル３０を構成し、好ましくはグリル３０の実質的部分を覆うこと
ができる。
【００４２】
　図２は、図１ａ及び図１ｃの車両グリル３０に組み込むことができるコンデンサ１２０
の一実施例を示す。
【００４３】
　コンデンサ１２０は、チューブ１２４と交互に重なるフィン１２６の複数の列１２８の
積重ねを呈示する。フィン１２６は、フィン１２６の周囲を移動する空気にチューブ１２
４からの熱を伝達する熱交換面１３０をなす。上記の列１２８は、冷却液を含み得るタン
ク１２２の間に延びている。
【００４４】
　フィン１２６は、例えばハニカム模様で、成形又は押出しアルミニウムから作製でき、
典型的なグリルの外見を形成する。この模様は他の設計であってもよく、グリル３０を設
計する上でのさらなる自由度をもたらす。例えば、寸法２５ｘ２０ｍｍのハニカム模様で
、コンデンサ奥行が３０ｍｍであれば、同等の性能にするために、寸法が１，５００ｘ６
６５ｍｍ（１ｍ2）を必要とする。さらに密度の高い模様であれば、必要なコンデンサ面
積はより小さくなる。有効なコンデンサ面積は、フィン１２６の模様の密度によって調節
できる。
【００４５】
　図３は、グリル３０に組み込まれたコンデンサ１２０と一緒に、図１ａに側面図として
示した車両９０の車両キャブ２０の実施形態の正面図を示す。コンデンサは、グリル３０
の上部３２及び／又は下部３４に組み込むことができる。
【００４６】
　グリル３０の上部３２を用いる場合には、コンデンサ１２０をキャブ２０に取り付ける
ことができる。これは、コンデンサ１２０と、空気調和系統（ＡＣ系統）の蒸発器（図示
なし）の両方をキャブ２０に配置して、両者同士の接続が、軟質管ではなく、非軟質（硬
質）パイプから構成され得るという利点を有する。軟質チューブは、コンデンサ１２０と
蒸発器との間に運動がある場合に用いる。この運動は、空気中への冷却液の漏れを引き起
こし得る。この漏れはパイプによって防止される。
【００４７】
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　上記の完全なＡＣ系統をキャブ２０に取り付けることができ、これは、ＡＣルーティン
グがキャブ２０のみに存在することを意味する。好適には、上記ルーティングによって、
ケーシング１２に配置されたフロントハッチの開放が可能になる。
【００４８】
　好適には、エンジンを後方に移動させることなく、より効率的な冷却を提供でき、しか
もキャブ２０の長さを短縮することが可能になる。
【００４９】
　図４ａは、前方制御キャブ２０の概略的側面図を示すが、冷却器部品１２０は車両のシ
ャーシ（フレーム）４１０に取り付けられる。前方制御キャブは、シャーシに対して旋回
可能に設置され、図４ａでは第１位置に示されているが、該位置は、トラックの走行中の
動作位置を表す。ケーシング壁１２ａは、エンジンルームを画定するように配置される。
ケーシング壁１２ａは、車両の前面に配置されて、ケーシング壁１２ａは、車両の縦方向
に対してほぼ直角に延在する。図４ｂは、第２の傾斜位置における前方制御キャブを示す
ものであり、エンジンルーム内のエンジン又は他の部品の点検／整備のための位置を表す
。冷却器部品１２０の位置は、部品がフレーム４１０にしっかりと接続されているため、
キャブの傾斜によって影響されない。
【００５０】
　図５ａは、前方制御キャブ２０の概略的側面図を示すが、冷却器部品１２０は、車両の
フロントケーシング壁１２ａに取り付けられる。前方制御キャブは、シャーシに対して旋
回可能に設置され、図５ａでは第１位置に示されているが、該位置は、トラック走行中の
動作位置を表す。図５ｂは、第２の傾斜位置における前方制御キャブを示すものであり、
エンジンルーム内のエンジン又は他の部品の点検／整備のための位置を表す。冷却器部品
１２０は、部品がキャブのフロント壁に取り付けられているため、フレーム４１０に対し
て第２傾斜位置に位置する。
【００５１】
　図６ａは、前方制御キャブ２０の概略的側面図を示すが、冷却器部品１２０は、車両の
フロントケーシング壁１２ａに設置された旋回可能なドア６１０に取り付けられる。前方
制御キャブは、シャーシに対して旋回可能に設置され、図６ａでは第１位置に示されてい
るが、該位置は、トラック走行中の動作位置を表す。図６ｂは、第２の傾斜した位置にお
ける前方制御キャブを示すものであり、エンジンルーム内のエンジン又は他の部品の点検
／整備のための位置を表す。冷却器部品１２０は、部品が旋回可能なドアに取り付けられ
ているため、キャブのフロントケーシング壁１２ａに対して第２の傾斜位置に位置する。
【００５２】
　図７は、図６に示す実施形態のコンデンサ設置の概略的斜視図を示す。コンデンサ１２
０は、冷却液を含むタンク７２２、７２４の間に延びる管状構造７２０を含む。引入れ冷
却液管路７２６は第１タンク７２２に接続され、引出し冷却液管路７２８は、第２タンク
７２４に接続される。
【００５３】
　図８ａは、別の実施形態のコンデンサ１２０を備える旋回可能なドア８１０の外側から
見た図を示す。旋回可能なドア８１０は、空気取入れ口を含み、コンデンサ１２０は、空
気取入れ口を完全に覆うように、ドアの内側に配置される。図８ｂは、コンデンサ１２０
を備える旋回可能なドア８１０の内側から見た図を示す。図８ｃは、図８ｂの線Ａ－Ａに
沿った横断面を示す。矢印８２０は、入ってくる気流を示す。コンデンサ１２０は、トラ
ックに適用する場合、水平方向に延びる、間隔をあけた複数の平行な冷却液チューブ８３
０を含む。さらに、熱交換面を有する冷却構造８４０は、冷却液チューブと熱接触して配
置される。冷却構造は、例えば、図２に示す実施形態と同様のハニカム模様で、成形又は
押出しアルミニウムから作製できるフィンを含む。保護構造８４２は、物体の衝撃から冷
却液チューブ８３０を保護するために、チューブの前方に配置される。保護構造８４２は
、各チューブ８３０の外側に配置される保護手段を含む。さらに具体的には、保護手段は
、チューブ８３０の外側形状に適合する形状をした保護壁を形成する。この実施形態では
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２０、並びに、特に冷却構造及び／又は冷却液チューブに取り付けられる。
【００５４】
　別の実施例によれば、コンデンサの冷却液チューブの壁厚は少なくとも１ｍｍである。
さらに、冷却液チューブは、好ましくは押出しによって製造される。例えば、冷却液チュ
ーブは、長方形の長い方の辺の間に少なくとも１つの内側中壁を有する長方形の断面形状
をしており、複数の冷却液通路が各冷却液チューブ内に形成される。１つの具体的実施例
では、冷却液チューブは、４つの内側中壁を含み、そこで５つの冷却液通路が形成される
。各冷却液通路は、辺が１ｍｍ及び２ｍｍの長方形をしていてよい。
【００５５】
　本発明は、前述した実施形態に限定されるわけではなく、以下の特許請求の範囲から逸
脱することなく、複数の代替物及び変更が可能である。
【００５６】
　本発明は、前方制御キャブを有するトラックについて以上説明してきたが、本発明は、
いわゆる通常の制御キャブについても適用可能であり、キャブは、トラックの縦方向にお
いてエンジンの後ろに位置している。さらに、本発明は、トラックに限定されるわけでは
なく、バス、建設機械及び恐らくは乗用車にも適用可能である。さらに、本発明は、冷却
器部品が、車両の前部の空気取入れ口に位置しているものに限定されるわけではない。例
えば、バスの場合には、エンジン（及び冷却装置）は車両の後部に位置し、空気取入れ口
は車両のサイドケーシング壁内に位置する。このような用途では、冷却器部品はサイドケ
ーシング壁に配置される。
【００５７】
　本発明は、冷却器部品が、ケーシング壁の外表面に対してやや引っ込んでいるものだけ
ではなく、冷却器部品が、ケーシング壁の外表面から突出しているものも含む。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図１ｃ】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図８】
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